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 貨物概要 

β－アラニン（3-アミノプロピオン酸） 

 

 分類 

関税率表第 2922.49 号（統計番号 2922.49-000）の酸素官能のアミノ化

合物（ＩＮＮ非対象） 

 

 分類理由 

β－アラニンは、酸素官能基であるカルボン酸を有するアミノ化合物である

ことから、酸素官能のアミノ化合物として、第 2922.49 号に分類されます。 

なお、ＷＴＯ協定の日本国の譲許表附属書（医薬品関係）においては、世界保

健機関の「国際一般名称」（ＩＮＮ）を有する医薬の有効成分であって、当該附

属書の付表ＩＡ（指定を受けた医薬品の有効成分）で指定するもの等について関

税を撤廃する旨が規定されており、当該附属書にはアラニン（第 2922.49 号）の

記載がありますが、ＩＮＮを有する医薬の有効成分であるアラニンは、Ｌ-アラ

ニン（2-アミノプロピオン酸、ＣＡＳ番号：56-41-7）であり、構造異性体であ

るβ－アラニン（ＣＡＳ番号：107-95-9）はＩＮＮ対象品目とはなりません。 

なお、同様にＬ－アラニンの光学異性体であるＤ-アラニン（ＣＡＳ番号：338-

69-2）及びＤＬ－アラニン（ＣＡＳ番号：302-72-7）もＩＮＮ対象品目ではあり

ません。 

 

♠   ♠   ♠ 

 

注記 

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時に

おける現況によります（関税法第４条）。 

 

この分類事例は、一定の事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全

部を表現したものではありませんので、輸入を予定している具体的な貨物に適用する場合にお

いては、この回答内容と異なる関税率表適用上の所属（分類）となり、異なる課税関係が生ずる

ことがあることにご注意下さい。 

（具体的な貨物の関税分類や関税率について輸入申告時の審査の際に尊重される回答を希望

される場合には、文書による事前教示をご利用下さい。） 


